
熊本県地域医療等情報ネットワーク（熊本県補助事業）

「くまもとメディカルネットワーク」
へ参加しませんか！！

くまもとメディカルネットワークサポートセンター
公益社団法人熊本県医師会（内）
〒860‐0806   熊本県熊本市中央区花畑町1‐13

TEL：0120‐25‐3735 FAX：096‐211‐9926
（受付）午前：9:00～12:00 午後1:00～5:00（土日、祝日、熊本県医師会の休日を除く）

お問い合わせ・
ご相談窓口

『くまもとメディカルネットワーク』とは・・・
県内の病院、診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護関係事業所、

在宅関連施設など関係機関をネットワークでつなぎ、患者や利用者の診療・調剤・介護
に必要な情報を共有し、医療や介護サービスに生かすシステムです。

≪このようなメリットがあります！(一例)≫
◆ 複数の医療機関での診療歴・検査歴・処方歴やアレルギー情報等の共有により、

重複検査や重複処方の解消などにつながります。
◆ かかりつけ医が専門医の診療情報を患者への診療に活用するなど、患者の状態に

合った質の高い医療サービスを受けることができます。
◆ 災害で医療機関が被災しカルテを消失した場合でも、急病等で救急搬送され意思を

確認できない場合でも、速やかに既往歴、処方歴、検査データ等を参照できるため、
迅速で適切な治療を受けることができます。

◆ 医療施設・介護施設での情報共有により、これまでの治療歴や処方歴等を踏まえた
きめ細やかな介護サービスを受けることができます。

病院診療所

薬局

訪問看護
ステーション

地域包括
支援センター

介護施設・事業所

歯科診療所

参加無料
©2010熊本県くまモン



○ 患者さんがくまもとメディカルネットワークに参加するにはどうしたらいいですか？

くまもとメディカルネットワークに加入している施設に『くまもとメディカルネットワーク参加同意書』

の提出が必要となります。

○ 加入施設はどのようにしたら知ることができますか？

加入施設の詳細は、本ネットワークのホームページ（http://kmn.kumamoto.med.or.jp ）又は

本チラシ裏面末尾記載の「お問い合わせ・ご相談窓口」にお問合せください。

○ 費用はかかりますか？

参加者（患者さん）は、無料でご参加いただけます。

※診療費、調剤費、介護費等の自己負担分は通常と変わりません。

○ セキュリティは大丈夫ですか？

本ネットワークでは、個人情報保護に関する法令・規則および関連指針を遵守し、それらに

基づいて、個人情報保護方針、運用管理規程を定め、ご参加いただく方の情報を管理します。

また、本ネットワークで構築する情報システムでは、ご参加いただく方の情報を守るために

次のような対策をしています。

(1)暗号化により外部からの不正侵入並びに内部での不正利用に対して厳格に情報を保護して

います。

(2)情報を見ることができるのは、参加者（患者さん）が許可した利用施設のみであり、厳格な

安全管理対策を施したうえで情報共有されています。

ただし、参加者（患者さん）が意識を失い救急搬送された場合など、参加者（患者さん）自身が

意思表示をできない状況では、本ネットワークを介して参加者（患者さん）の情報が共有されて

いない医療施設であっても、緊急措置に従事する医療従事者に限り当該参加者（患者さん）の

情報を共有することができるものとします。

○ すべての加入施設で情報が共有されてしまうのですか？

『くまもとメディカルネットワーク参加同意書』を提出された方だけの情報を共有します。

また、同意書で指定された加入施設でのみ情報を共有します。

○ くまもとメディカルネットワークは誰が運営していますか？

公益社団法人熊本県医師会が責任を持って運営します。

○ 参加者（患者さん）が参加をやめたい時はどうしたらいいですか？

加入施設に『くまもとメディカルネットワーク追加・変更・撤回届』の提出が必要となります。

詳しくは、リーフレット記載のご相談窓口にお問合せください。

○ 参加者カードはどのように使いますか？

参加者（患者さん）が参加者カードを加入施設に提示することにより、利用者（医師等）は参加者

（患者さん）がくまもとメディカルネットワークに参加しているのかを判断します。

○ 参加者カードを紛失した場合、悪用されないですか？

参加者カードには、参加者（患者さん）の個人情報・診療情報等は入っていませんので、心配は

ありません。
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